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第２５回下関市都市計画審議会議事概要 

日  時 令和元年１１月２１日（木）１０時００分～１１時１５分 

場  所 カラトピア ５階ホール 

議  案 

 

議案第１号 

下関都市計画風致地区（壇之浦風致地区）の変更について 

議案第２号 

下関都市計画道路（南之浜惣社町線）の変更について 

意見聴取 

 下関市立地適正化計画（案）について 

出 席 者  

○委員 ２０名中１１名出席 

○傍聴者 ０名 

 

議事概要 

■議案第１号 下関都市計画風致地区（壇之浦風致地区）の変更について 

 

 ○委員 

 先ほど説明された中で編入区域に公園が入っているということだが、具体的に公園担

当と何か調整されることはあるか。公園区域と重複する部分があるため、規制等につい

て調整が必要であるのか教えていただきたい。 

⇒事務局（都市計画課） 

 今回編入する区域には、未整備の都市計画公園にかかっているため、そのような場所

で建築物を建てる際には、別途都市計画法第５３条の許可申請手続きが必要となる。ま

た、今回変更される区域における各地権者や建物管理者については、規制内容等につい

て個別に説明を行い、同意をいただいているところである。 

 

  〇委員 

 長年そのままになっていた状況で何故今変更を行うのか。上位計画等が変更されたわ

けでもないので、きっかけを教えていただきたい。 

  ⇒事務局（都市計画課） 

 火の山ユースホステルなどの建築物がこの数年で建て替えが行われていることや今

後風致地区内及び門司側からの景観を考えたときに、建物更新の可能性があるエリアに

ついては見直しをかけたところである。 

     市内全域の話でいくと、平成２３年に当時７地区あった風致地区について、社会情勢

の変化を鑑みて見直しの必要がある地区の抽出を行った。そして、平成２７年度に武

久海岸風致地区を廃止したという経緯がある。 

   

※ 議案第１号について適当であると答申された。 
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■議案第２号 下関都市計画道路（南之浜惣社町線）の変更について 

 

○委員 

今回の見直し内容については理解できた。残る見直し検討路線についてはどのような

結果になったのか。 

⇒事務局（都市計画課） 

     見直し検討路線は１０路線あり、今回の変更により６路線は見直しが完了するため、

残りは４路線となる。各事業の状況を考慮するため、残りをすぐに見直すという状況で

はない。例えば三百目本町線については、現在国道９号の北側斜面地における住環境の

改善を進めている中で、道路の必要性についても検討するため、廃止するかどうかは保

留としている。松原長府駅前線については、地元自治会から拡幅要望が提出されており、

今後通学路対策の検討と合わせて見直しについても検討していくよう考えている。江の

浦塩浜線については、下関北九州道路の計画と合わせて検討が必要と考えているため保

留としている。勝山安岡線については、周辺の幡生綾羅木線等の整備の計画があるため、

将来道路網の検討と合わせて、県とも調整を図っていく必要があり、保留としている。

今後時間がかかるとは思うが、関係機関との調整を図りながら手続きを順次進めていき

たいと考えている。 

 

 〇委員 

本路線の混雑状況及び周辺の産業企業等からの声を聞いたか教えていただきたい。 

 ⇒事務局（都市計画課） 

 混雑度については、将来交通推計を計り、整備しない状況と整備した状況を比較した

ところ、本路線の許容量にたいしての混雑度が０．４となっており、仮に整備しなくて

も周辺道路を含めて影響は出ていないという結果が出ている。 

 地権者の方々に自治会を含めて説明をした中では、整備をしてほしいという要望はな

く、今のままの幅員で残してほしいという声が多かった。 

物流関係でいくと、本路線は生活道路であり、周辺の幹線道路を通行いただくこと

が望ましいと考えている。また、物流業者からの拡幅の要望は伺っていない。 

   

※ 議案第２号について適当であると答申された。 

 

 

■意見聴取 下関市立地適正化計画（案）について 

  

 ○委員 

臨港地区が都市機能誘導区域から外れたという経緯に納得はしたが、計画の中でどの

ように連携を担保していくのかお聞きしたい。また、横浜市など他の都市でこのような

ウォーターフロントの扱いがどうなっているのか教えていただきたい。 

⇒事務局（都市計画課） 

下関港長期構想の中でも、この度都市機能誘導区域から除外するエリアも交流レクリ

エーションゾーンとして位置づけられている。まちづくりの方向性としてまちの賑わい
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等も、港湾サイドで周辺の都市の状況を見ながら港湾機能を中心とした取り組みがなさ

れていくというものである。 

他市の事例は様々であり、臨港地区を除外しているところもあれば含んでいるところ

もある。臨港地区という概念からすれば、今のところ積極的に区域設定する必要はない

と判断した。 

 

 ○委員 

臨港地区を考える時に、今のところ居住機能や都市機能と一体的に高める状況ではな

いということで一定の理解はするが、将来、臨港地区に都市機能や居住機能を含めたも

のが進出してきた場合にどのように考えるのか。立地適正化計画との整合性はどうのよ

うになるのか。 

⇒事務局（都市計画課） 

臨港地区は港湾法に基づく分区で土地利用をコントロールしており、都市機能誘導区

域の設定はしないという状況であるが、立地適正化計画は概ね５年を目安に進捗状況等

の精査を行いながら見直しを行うことにしている。その際、都市機能誘導区域の見直し

検討に併せ、必要に応じて臨港地区の変更も検討するものと考えている。 

○委員 

この立地適正化計画が市全体としての考え方を示すということであれば、あるかぽー

とや岬之町の関係もあることから、見直しの段階では一体的な考え方を検討してもらい

たいので、意見として申し上げる。 

 

 ○委員 

ウォーターフロントのあるかぽーとや岬之町の件について、都市機能誘導区域は商

業・医療・福祉等の日常生活を送る上で必要となる都市機能というふうに定義され、あ

るかぽーと等のウォーターフロントエリアというのは、下関市の魅力的な地域で、海か

らのアプローチがあって、港湾計画に位置付けられているのは港湾を利用した国内外の

交流とかレクリエーションに活用するとされた地域である。若干、機能が被るところも

あるとは思うが日常生活を送る場所ではない。今後のまちづくりの中で、貴重なウォー

ターフロントエリアという下関市の魅力的な地域を、まちづくりという観点を活かして

どう開発していくのかというのは、海からのアプローチという視点も忘れずに議論をし

ていただきたい。 

 

 ○委員 

現実的に、開発で人口が増えている地域というのは小月と長府の間くらいと思う。居

住誘導区域の中であっても人口が減っているという状態の中で、この計画と民間の開発

等との関連を教えてほしい。実際にどんな効果があるのか。市の関与とかがあれば教え

てほしい。 

⇒事務局（都市計画課） 

この計画は方向性を示すものとして捉えていただきたい。長府から小月にかけて国道

４９１号線辺りの沿線などで開発が進んでいるのは認識しており、郊外型の開発につい

ては、スプロール対策として抑制も考えていかなければならない。居住誘導区域の設定
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根拠は、公共交通を活かしたエリア設定ということで、主要なバス停から３００ｍ等の

規準により設定している。今後、庁内関係部局がこのエリアを見ながらインセンティブ

を与える等の取り組みを行い、同じ方向を向いて進めていきたい。各部局が施策を展開

する中で、開発業者との関連も出てくると考える。 

 ○委員 

パブリックコメントの意見で計画対象とならない地域の懸念の声に対し、対象外なの

で別の計画で地域づくりを行うと整理されていたが、計画対象となる地域でも居住誘導

区域を設定することで、居住誘導区域外の今住んでいる地域が住みづらくなるのではな

いかという声を聞いている。その辺りはどう考えているのか。このまま住み続けたいと

いう人達が住みにくくなるのかという懸念についてどう考えるのか教えていただきた

い。 

⇒事務局（都市計画課） 

基本的に土地利用というのは用途地域でコントロールしている。今回の立地適正化計

画で位置づける居住誘導区域は、それに加えてゾーンを示すことで、メリハリをつける

ものであるので、現在住んでいる方々を全員居住誘導区域内に集めようというものでは

ない。それぞれの生活サービス施設についても用途地域に従いマーケティングしていた

だくことになる。したがって住んでいる方々を否定するものではないが、人口減少や少

子高齢化を受け、将来的に公共共通を使いながら歩いて暮らせるまちづくりのためのゾ

ーン設定をしており、一定の利便性のあるエリアを示すものである。 

 ○委員 

居住誘導区域の説明をみると、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより

生活サービスやコミュニティが持続的に確保される区域とあるが、逆に人口密度が維持

されない地域は生活サービスやコミュニティが確保されないのではないかと考えてし

まう。居住誘導区域外の地域は住みづらくなるのではないかという懸念があるがどう考

えるか。 

⇒事務局（都市計画課） 

居住誘導区域はあくまでも公共交通を中心に設定しているので地域性の強弱はある

と思う。ただし、区域外だからといって住んでいる方を否定するものではないというこ

とを丁寧に説明していくしかない。 

 ○委員 

半月ほど前に都市計画学会があったが、これまでの用途地域と違って緩やかなコント

ロールしていくということで、どこの市町村もまだ手探りで運用されている。居住誘導

区域の設定において、厳しい自治体では市街化区域の2割くらいのところもあるが、中

国地方だと７８％くらいらしい。本市は５０％を切っているということで、人口が減っ

ている市町村ほど小さめに居住誘導区域を設定しているということもあり、これは行政

側の危機感の表れだと解釈している。 

居住誘導区域から外れる区域に住んでいる方が不安に思うのは当然のことであるの

で、運用しながら適切に見直していく必要がある。 

 

 ○委員 

豊田町、豊北町については、鉄道８００ｍ圏域、主要バス停から３００ｍ圏域といっ
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たことを当てはめることが難しいから、違う施策で対応していこうという方向性なのか。

コミュニティバス等の他の施策で対応していくという位置づけなのか。 

⇒事務局（都市計画課） 

行き着く先はそういう考え方になると思う。立地適正化計画自体が市街化区域の土地

利用にメリハリを付けていこうという役割を担っている計画であるので、都市計画区域

外が計画対象となっていない。都市計画区域外については別の計画に従い地域づくりを

行う。都市計画区域外において、公共交通の考え方が適用できないことはないと思うが、

地域の特性に合わせた検討が必要である。 

  

 ○委員 

居住誘導区域、都市機能誘導区域について、それぞれ議論していただいた。都市機能

誘導区域については臨港地区を外すということについては理解できるけれども、あるか

ぽーと等のウォーターフロント開発は地域の皆様方にとって大変関心が高いものであ

るのでフォローする必要があり、計画の中で都市計画と港湾がどのように連携を図るの

か整理する必要はあると思う。 

ただ、都市機能誘導区域について臨港地区を外す修正案でいくということに対しては

皆さん異論ないと。その一方、計画本文には臨港地区周辺のウォーターフロント開発を

進めるという文言が都市機能誘導区域のところに残っている等、微修正が必要な箇所が

あるので事務局の対応をお願いする。 

 

 

以 上 


